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■入会について 
 

・上小岩小学校 PTA 入会届・会費引落委託同意書（以下「入会届」）の個人情報は、本校

PTA 活動の目的にのみ使用します。 

 

・入会届は、卒業するまで安全に保管し、手続き等終了後に破棄します。 

※PTA 運営の都合上、非会員の方のお子様についても、氏名・学年・学級などの情報を学

年学級委員へ共有する場合があります。あらかじめご了承ください。 

 

・入会届は、児童ごとに会費を徴収しているので、児童ごとの提出をお願いしています。 

 

・入会届は、入学または転入される児童全員に配布いたします。 

 

・年度の途中から入会される場合は、連絡帳などで担任の先生を通じて児童数分を取得し、

ご提出ください。会費の徴収は入会届を提出いただいた月から発生します。入会月から年度

末（３月）までの会費相当額を現金にて徴収させていただきますので、会計担当からの連絡

をお待ちください。 

※5 月以降、6 月頃の引き落としの期日以前に入会された方は、会費を他の児童と同じよう

に全額引き落とした後、差額を 7 月以降に返金いたしますのでご了承ください。 
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■退会について 
 

・上小岩小学校 PTA 退会届（以下「退会届」）の個人情報は退会の手続きにのみ使用します。 

 

・退会届は、いつでもご提出いただけますが、退会日は、受理書に記載した日とします。連

絡帳などで担任の先生を通じて取得し、ご提出ください。 

 

・会費は、退会届が受理された後、翌月以降に学校徴収金の振替口座へ返金いたします。返

金額は、退会日の翌月以降から年度末（３月）までの会費相当額となります。 

例）提出:9/15 受理日:9/25 返金時期:10/1 以降 返金額 10～翌 3 月分会費相当額 

 

・入会届は、事務手続き・会計処理完了後に破棄させていただきます。 

 

・退会届は、当該年度中は保管し、その後破棄いたします。 

 

※他校へ転出される場合、最終登校日の翌日を退会日とし、自動的に退会とさせていただき

ます。転出に伴う退会届の提出は不要です。会費の返金および入会届破棄などの手続きは、

上記にある他の退会時と同様に処理いたします。 


